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一部負担金等の取扱いについて

６月診療等分及び７月以降の診療等分の取扱い

平成２３年５月２日
東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る被保険者証等の提示について

平成２３年５月２６日
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて（５月診療等分）

平成２３年６月１４日
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて（その８）

（６月診療等分及び７月以降の診療等分の取扱い）
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて（６月診療等分）

平成２３年６月２１日
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて（その９）

（６月診療等分及び７月以降の診療等分の取扱い）
平成２３年６月２８日

東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除措置に係る7月1日以降の取扱いの周知について

東日本大震災による被災者に関する一部負担金等の取扱いについて（周知） より

日本医師会総合政策研究機構：ORCAプロジェクト

平成２３年６月２８日現在
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6月までの保険診療

被保険者証がなくても保険診療が可能
被災者が被保険者証を提示できない場合

患者の申し立てにより、「氏名」「生年月日等」を確認し、
｢保険診療｣として取り扱う。（一部負担金の免除が適用さ
れるケースあり。 ）

一部負担金等の免除該当と判定した場合
一部負担金等は徴収せずに、「不詳」「災１」「災２」等の必
要事項を、レセプトに記載して｢10割分｣を請求する。

「保険種別の確認事項」を確認しカルテに記載。
社会保険(高齢受給者含む)

氏名・生年月日・住所・連絡先・事業所名

国保(高齢受給者含む)・後期高齢者

氏名・生年月日・住所・連絡先

国保組合の場合は組合名
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７月からの保険診療にむけて

保険診療を受けるには
７月から被保険者証等の提示が必要

一部負担金の免除を受けようとする患者に対
しては、免除証明書の申請（P16，P17，P21）
が必要な旨を案内。

特例

7月以降も保険証なしで受診する場合、6月以前と同様に氏名、
生年月日等の確認を行うことで保険診療可。

患者さんに対し「被保険者証等の再交付を受ける」よう案内。

再交付を受けた後は、保険者番号、記号・番号の連絡をしてもら
うよう依頼。
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７月からの保険診療

一部負担金の免除を受けるには

保険者から交付された「一部負担金等の免除証明書
（P18,P22） 」を提示した者のみ、窓口での一部負担
金等の支払が免除。

「免除証明書」が不要となる者（P5）以外で、平成23
年6月末まで一部負担金等の支払いを猶予されてい
た患者さんが、7月以降「免除証明書」を持参されな
かった場合には、窓口において一部負担金等を徴収
する。

その場合、保険者に「免除証明書」の交付申請をす
るとともに、支払った一部負担金等の還付申請（P19，
P20，P23）をするよう患者さんに対し、周知が必要。
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７月からの保険診療（ ２ ）

｢免除証明書｣を発行できない市町村（下記参照）の、国保（高齢

受給者含む）または後期高齢者は、被保険者証の提示で、住所

等を確認し、一部負担金等は徴収せずに免除扱いとなる。

以下の市町村に住所を有する、被保険者については、「免除証

明書等」の提示は下記延期予定時期まで不要。

免除期間終了日まで
免除証明書の提示不要

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、
浪江町、葛尾村、飯舘村

平成２３年８月１日田村市、南相馬市

福島県

平成２３年９月１日南三陸町

平成２３年１０月１日女川町
宮城県

平成２３年８月１日宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町岩手県

免除証明書
延期予定時期

市町村名県名

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fjb3-att/2r9852000001flif.pdf
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７月からの保険診療（ ３ ）
一部負担金の免除を受けるには

要件（１）
災害救助法の適用地域（東京都を除く）や被災者生活再建支援法の適
用地域の住民（地震の発生以後、他市町村へ転出した方を含む）であり、

要件（１）を満たし、下記の要件（２）のいずれかに該当
住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方

主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方

主たる生計維持者の行方が不明である方

主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急時避
難準備区域に関する指示の対象となっている方

特定避難勧奨地点（原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定に
より設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の
積算線量が20mSvを超えると推定されるとして特定した住居をいう。）に
居住しているため、避難を行っている方

※１ ※２

※３

※１についてはＰ８、※２についてはＰ９、※３については、Ｐ１０・１１、 ※４については、Ｐ１２を参照のこと。

※４
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日レセの入力について（７月～）

患者情報の変更が必要です。

7月からは、原則として免除証明書の提示が
無いと、一部負担金の免除が受けられません。

免除証明書の掲示を受けた場合

患者登録画面の公費の種類欄に「962 免除」を入力

従って、従来「963 支払猶予」を入力していた
患者さんであっても、7月からは「962 免除」を、
期限を切って入力しなければなりません。

※ 一部の地域（市町村国保）のみ猶予が残る可能性もあるが、原則免除とする。
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災害救助法の適用地域（東京都を除く）
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被災者生活再建支援法適用地域
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原子力災害対策特別措置法適用地域
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計画的避難区域と緊急時避難準備区域
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http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110616007/20110616007.html

特定避難勧奨地点

注意喚起、情報提供、
避難の支援等（政府と
して一律に避難を求め
るものではない）

計画的な避難（政府
として一律に避難を
求める）

政府の
対応

線量の高い地点を離
れればより低い線量で
あることから、必ずしも
生活全般を通じて
20mSvを超える懸念は
少ない

生活全般を通じて
20mSvを超える懸念
がある

安全性
の観点

事故発生後1年間の積
算線量が20mSvを超
える地点が、地域の一
部に存在（除染が容易
でない住居の単位で
存在）

事故発生後1年間の
積算線量が20mSvを
超える地点が、地域
全体に広がりをもっ
て存在

対象
となる
区域

特定避難勧奨地点計画的避難区域
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平
成
２３
年
６
月
２１
日
発

周知用ポスター

平
成
２３
年
６
月
２８
日
発
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周知用ポスター（旧）
平
成
２３
年
５
月
２３
日
発

平
成
２３
年
６
月
１４
日
発
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様式集
平成23年5月2日発

東日本大震災により被災した被保険者等に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて

（社保）

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-att/2r9852000001bg8f.pdf

（国保・後期高齢者）

東日本大震災により被災した被保険者に対する一部負担金等の免除等の取扱いについて

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bd6k-att/2r9852000001bg9c.pdf

より
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免除申請書（社保被災者→保険者）
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協会けんぽの免除申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.71518.html 
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一部負担金等免除証明書（社保）
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一部負担金等還付申請書（社保）

一部負担金免除該当
者でありながら、一部
負担金を払ってしまっ
た患者さんが、払い戻
しを受けるために、保
険者に提出するため
の様式
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一部負担金等還付申請書（協会けんぽ）
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.71518.html
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減免申請書（国保被災者→保険者）



22

一部負担金等免除証明書（国保）
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一部負担金等還付申請書（国保）

一部負担金免除該当
者でありながら、一部
負担金を払ってしまっ
た患者さんが、払い戻
しを受けるために、保
険者に提出するため
の様式
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介護サービス利用料の免除
について

６月サービス分及び７月以降のサービス分の取扱い

平成２３年５月１６日

東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について

東日本大震災による被災者に係る利用料等の取扱いについて

平成２３年５月２７日

東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費等の請求等の取扱いについて（５月サービス提供分）

平成２３年５月３０日

東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて(5月サービス提供分)

平成２３年６月１０日

一部の市町村に住所を有する介護保険の被保険者に係る免除証明書等の取扱い等について

平成２３年６月１７日

東日本大震災に伴う高額介護サービス費等の支給並びに食費及び居住費等の負担限度額認定等の運用等について

平成２３年６月２１日

東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて（６月サービス提供分）

平成２３年６月３０日

東日本大震災により被災した被保険者に対する利用者負担の免除等の措置に係る7月1日以降の取扱いの周知について
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6月までの介護サービス利用料

被保険者証なしでの介護サービスの利用・
利用料等の支払免除を継続

６月末まで

被災者が被保険者証を提示できない場合

氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、被
保険者証を提示したときと同様の介護サービスを
利用することが可能。

現在、要介護認定を受けていない被保険者も、市
町村の判断により介護サービスを受けることが可
能。
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７月からの介護サービス利用料

介護保険の利用料の免除を受けるには
利用料免除証明書（免除証明書）と被保険者証の提示が必
要

免除該当の要件
Ｐ６と同等の要件

免除証明書の様式
利用料免除証明書

各市町村において用いられているものを利用

介護保険施設等における食費・居住費減免認定証
Ｐ３２の様式を参照

特例
免除証明書を発行することが、困難である旨の申出を行った市町村
（Ｐ２８）の免除対象者は、被保険者証のみの提示でサービス利用料
の免除が受けられる。

介護サービス利用料の猶予を受けようとする患者に対しては、免除証
明書の申請（Ｐ３１）が必要な旨を案内。
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免除・猶予等の特例措置

介護サービス利用料等の支払いの免除期間
平成２４年２月２９日まで
ただし、食費及び居住費等に関する補助について
は平成２３年８月３１日までを予定。

レセプトの記載方法は6月サービス提供分まで
と同じ。

通常サービス提供分は、電子レセプトで提出
災害該当レセプトは紙で提出
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利用料免除証明書を発行できない市町村

平成２３年６月末までに利用料免除証明書（以下「免除証明書」
という。）の発行が困難である一部の市町村に住所を有する介
護保険の被保険者に限り、同年７月１日以降も当分の間、被保
険者証を提示し、被災した旨を申し立てることにより、利用料の
支払いを猶予する。
被保険者の、免除証明書の提示が必要となる時期については、
下記のとおり。

免除期間終了日まで
免除証明書の提示不要

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉
町、浪江町、葛尾村、飯舘村

平成２３年９月１日白河市

平成２３年８月１日郡山市、南相馬市

福島県

平成２３年１０月１日石巻市、南三陸町

平成２３年９月１日塩竈市、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町

平成２３年８月１日女川町、東松島市

宮城県

平成２３年９月１日宮古市

平成２３年８月１日釜石市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町
岩手県

延期予定時期市町村名県名

H23.06.10 一部の市町村に住所を有する介護保険の被保険者に係る免除証明書等の取扱い等について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fikq-att/2r9852000001fjl8.pdf
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食費・居住費減免認定証を発行できない市町村

認定証等の有効期限は、認定の発効日又は適用開始日（以下「発効日等」という。）
の属する年度の翌年度の６月末日までとなっているが、東日本大震災により、市町村
の行政機能に障害がある場合等、やむを得ない理由により認定証等の交付手続きを
行うことができない下表に定める市町村においては、認定証等の有効期限を別表に
定める期間延長することができる。

H23.08.17 東日本大震災に伴う食費及び居住費等の負担限度額に係る認定証等の有効期限の延期期間の変更について

平成23年 9月30日陸前高田市

平成23年12月31日富岡町、川内村、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

平成23年10月31日広野町、楢葉町、大熊町

平成23年9月30日南相馬市

福島県

平成23年11月30日女川町

平成23年9月30日石巻市、東松島市、南三陸町

平成23年8月31日気仙沼市

宮城県

平成23年10月31日大槌町

平成23年8月31日宮古市

平成23年7月31日釜石市、大船渡市、山田町

岩手県

延期期間市町村名県名
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周知用ポスター

平成２３年６月３０日
東日本大震災により被災した被保険者に対する
利用者負担の免除等の措置に係る7月1日以降

の取扱いの周知について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001hkc0-att/2r9852000001hken.pdf



31

食費・居住費減免申請書

厚生労働省の標準様式

各市町村においては異
なる場合もある
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食費・居住費減免認定証

厚生労働省の標準様式

各市町村においては異
なる場合もある
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参考

概算請求届け（5月診療分）

付録

平成２３年６月診療等分（７月提出分）に係る診療報酬等の請求につい
ては、原則として概算による請求の取扱いは行わないものとし、介護お
よび障害児施設給付費においては、６月サービス提供分も概算請求が
可能となっています。
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概算請求届け（医科）

以下の２項目に該当する医療機関

災害救助法適用地域（東京都の区
域を除く。）に所在する。

平成２３年３月診療分・４月診療分の
いずれも、一ヶ月分を通して概算請
求を行っている。

上記に該当しない保険医療機関の
場合

審査支払機関に相談が必要。

やむを得ない事情により通常の手続
きによる請求を行うことが困難で、平
成２３年５月診療分（６月提出分）に
係る診療報酬等の請求について、概
算による請求を希望する保険医療機
関。

平成23年5月26日 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて（５月診療等分）
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労働者災害補償保険診療費特例請求書

以下の２項目に該当する労災
指定医療機関

災害救助法適用地域（東京都の
区域を除く。）に所在する。

平成２３年３月診療分・４月診療
分のいずれも、一ヶ月分を通して
概算請求を行っている。

平成23年5月26日 東北地方太平洋沖地震等に関する労災診療費の請求の取扱い及び事務処理について（5月診療分）
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概算請求届け（介護関連）

請求可能な介護サービス事業所等

災害救助法適用地域（東京都の区域
を除く。）に所在。

平成２３年３月１２日以降にサービス
提供を実施。

平成２３年３月・４月サービス提供分
のいずれも、一ヶ月分を通して概算請
求を行っている。

上記に該当しない介護サービス事業
所等の場合

国保連合会に相談が必要。

やむを得ない事情により通常の手続
きによる請求を行うことが困難で、平
成２３年５月サービス提供分（６月提
出分）に係る診療報酬等の請求につ
いて、概算による請求を希望する介
護サービス事業所等。

平成23年5月30日 東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて（５月サービス提供分）
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概算請求届け（介護関連）

請求可能な障害福祉サービス等の
事業所

災害救助法適用地域（東京都の区
域を除く。）に所在。

平成２３年３月１２日以降にサービ
ス提供を実施。

平成23年5月2７日 東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費等の請求等の取扱いについて（５月サービス提供分）
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概算請求届け（介護関連）

請求可能な介護サービス事業所等

災害救助法適用地域（東京都の区域
を除く。）に所在。

平成２３年３月１２日以降にサービス
提供を実施。

平成２３年４月・５月サービス提供分
のいずれも、一ヶ月分を通して概算請
求を行っている。

上記に該当しない介護サービス事業
所等の場合

国保連合会に相談が必要。

やむを得ない事情により通常の手続
きによる請求を行うことが困難で、平
成２３年６月サービス提供分（７月提
出分）に係る診療報酬等の請求につ
いて、概算による請求を希望する介
護サービス事業所等。

平成23年6月21日 東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて（６月サービス提供分）
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概算請求届け（介護関連）

請求可能な障害福祉サービス等の
事業所

災害救助法適用地域（東京都の区
域を除く。）に所在。

平成２３年３月１２日以降にサービ
ス提供を実施。

平成23年6月20日 東日本大震災に関する介護給付費等及び障害児施設給付費等の請求等の取扱いについて（６月サービス提供分）
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日本医師会
全般：http://www.med.or.jp/etc/eq201103/

診療報酬： http://www.med.or.jp/etc/eq201103/hoken/index.html

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html

支払基金
http://www.ssk.or.jp/oshirase/110315oshirase.html

本内容は平成23年6月28日時点の情報です。

情報は日々更新されます。上記のWebサイト等から

最新の情報を入手してください

震災関連通知の情報入手先


